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八戸市中小企業・小規模企業振興基本条例第 14 条第２項の規定に基づいて、

令和６年４月 25 日付け八商第 29 号にて当会議に諮問のあった「八戸市中小企

業振興条例の見直し」について、別添のとおり答申します。 
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１ はじめに 

令和６年４月 25 日の令和６年度第１回会議において「八戸市中小企業振興条例

の見直し」についての諮問を受け、約６か月間にわたり慎重に審議を重ねてきた。 

（中略） 

当会議では、中小企業振興条例及び当該条例に基づく助成制度について、これま

での審議の結果を踏まえ、事項の結論に至った。 

今後、この答申が市の施策に十分に反映され、中小企業・小規模企業振興ビジョ

ンに掲げられた目指すべき姿「市民の暮らしを豊かにする中小企業・小規模企業が

輝くまち八戸」の実現に向けた取組が更に加速することを期待する。 

 

２ 八戸市中小企業振興条例の見直しについて（答申） 

答申の内容については、次のとおり。 

⑴ 条例の目的については、………であることから、見直しが必要である。 

⑵ 条例に基づく助成制度については、現下の経済情勢や地域の実情に沿ったもの

に見直す必要があると考えられ、現行の５つの助成内容に対する意見は次のとお

りである。 

① 「高度化事業に対する助成」については継続が妥当である。 

② 「共同施設設置事業に対する助成」については継続が妥当であるが、次の点

について見直しが必要である。 

・助成率及び助成上限額について、昨今の経済情勢を踏まえると……であるこ

とから、引上げが必要である。一方で、事業内容（例えば「市の政策的課題

に合致する」など）により助成率にメリハリをつけることも必要と考えられ

る。 

・助成対象事業について、現行では、幅広い事業が助成対象となっているが、

前述した助成率のメリハリも踏まえつつ、集約を図る必要がある。 

③ 「指定地域への工場等の設置に対する助成」については……。 

 

 

３ 附帯意見 

今回の答申にあたり、次のとおり意見を附すので、併せて対応を願いたい。 

 

答申内容に加えて、意見や要望がある場合はここに記入します。 

 

 

 

 

 

会議での審議内容を踏まえた答申内容（条例の見直し後の内容）を 

ここに記入します。 

 

 

答申に当たっての前書き（経緯やあらまし、簡単な審議経過、御礼など）を 

ここに記入します。 


